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 職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい職場環境を

つくることによって、すべての職員が医療従事者としての能力を十分に発揮できる

ようにするため、次のように行動計画を策定する。 

 

1. 計画期間 2023年 4月 1日～2026年 3月 31日までの 3年間 

 

2. 内容 

 

目標 1：子育てを行う女性職員の時間外労働の削減 

特に小学校入学前の子供を養育する女性職員（育児短時間制度利用者を含

む）が、就業終了予定時刻に終了できず、時間外労働が発生している者が半数

以上いる。中には、月間 10時間を超える者も散見する。今年度以降は最高でも

10時間未満に抑え、1人当たり月平均 5時間以内、1人当たり前年度比 10％以

上削減を図る。 

 

＜対策＞ 

2023年度～  部署ごとに小学校入学前の子供を養育する女性職員の時間外勤

務の把握・原因等を分析する。部署ごとに業務の見直しを行い削減に関する取

組みを行うと共に改善するための協力体制の強化、該当職員の意識啓発等の取

組を行う。 

             

 

 

 

目標 2：男性職員の育児休業を年間 3人以上取得 

男性職員が安心して育児休業を取得できるよう、代替要員の確保や職員が協力

して休業制度を利用できるよう環境を整備し、対象職員に育児支援および円滑

な育休計画・職場復帰のサポートを行う。 

 

＜対策＞ 

2023年度～  男性職員に対し、両立支援制度や育児休業給付、休業中の社会

保険料免除制度について周知する。育休取得予定者に対して「育休復帰支援プ

ラン」の策定開始。 


